
                              

                               

                               

                               

                               

 

農業用使用済プラスチック類の回収を次のとおり行います。農業用使用済プラスチック、ビニー

ル類は「産業廃棄物」として取扱われるため、燃やしたり捨てたりすると法により罰せられる場合

があります。適正に処理しましょう。 

▼日  時／６月23日（火） 午前９時～11時30分 

▼場  所／福祉避難所「てとて」（駐車場） 

▼回収品目／農業用使用済プラスチック、ビニール、肥料袋、容器類、苗箱など 

▼費  用／１kgあたり96円（消費税込み）※費用は回収時にお支払いください。 

▼注  意／・排出品はよく洗って、薬剤、泥、野菜くず、針金などを落とし軽くしましょう。 

       ・肥料袋に入れたり、ひもで束ねたりして、重さを10～15kgにまとめましょう。 

       ・計測に誤差が生じるため、苗箱は20枚ずつビニールひもなどで束ねてください。 

▼問い合わせ／舟形町営農改善協議会（舟形町農業振興課内） （32）0947 

農業用使用済プラスチック類の回収を行います 

観光エリアである舟形若あゆ温泉「あゆっこ村」周辺をさらに盛り上げるため、舟形町ふれあい広場「クラ

ブハウス」を活用する事業者を募集します。 あなたのアイデアと情熱で、町の魅力をさらに高めるチャレン

ジをしてみませんか。 

▼契約期間／１年間（自動更新） 

▼募集事業／観光エリアである舟形町ふれあい広場および舟形若あゆ温泉「あゆっこ村」に相応しい事業 

▼応募資格／【個人の場合】町に住所を有すること 

【法人の場合】町に事業所を有し、町税を納税していること 

▼クラブハウスについて／所在地は舟形若あゆ温泉あゆっこ村、２階建て 

※間取り、面積などは町ホームページから確認できます。 

▼賃 借 料／光熱水費、修繕費などの実費相当額を予定 

▼〆  切／６月30日（火）午後５時 

▼申 込 み／持参にて（株）舟形町振興公社まで申込書を提出ください。 

様式は（株）舟形町振興公社に用意しているほか、町ホームページからダウンロードできます。 

▼問い合わせ／（株）舟形町振興公社 （32）3655 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 



                               

                               

                               

                               

                               

介
護
支
援
専
門
員 

実
務
研
修
受
講
試
験 

県
が
実
施
す
る
実
務
研
修
を
修
了

し
た
後
、
介
護
支
援
専
門
員
証
の
交

付
を
受
け
た
方
は
、
有
効
期
間
満
了

日
ま
で
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
実

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

10
月
11
日
（
日
）
午
前
10
時
～ 

▼
場
所
／
山
形
市
内 

※
詳
細
は
受
験
票
交
付
時
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

▼
対
象
／
保
健
、
医
療
、
福
祉
の
分
野

で
５
年
以
上
か
つ
９
０
０
日
以
上
の

実
務
経
験
が
あ
る
方 

▼
受
験
料
／
１
１
，
７
０
０
円 

▼
申
込
み
期
間
／ 

６
月
１
日
（
月
）
～
30
日
（
火
） 

▼
そ
の
他
／ 

受
験
の
手
引
き
の
請
求
方
法
や
申
込

み
方
法
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

（
福
）
山
形
県
社
会
福
祉
協
議
会 

人
材
研
修
部
人
材
係 

０
２
３
（
６
２
２
）
２
７
７
６ 

  

※
詳
し
く
は
下
の 

 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら 

税
務
職
員
採
用
試
験 

（
高
卒
程
度
）
の
お
知
ら
せ 

 

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
税
務

職
員
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
受
験
資
格
／ 

①
令
和
８
年
４
月
１
日
に
お
い
て 

高
校
卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て
い

な
い
方
、
ま
た
は
令
和
９
年
３
月

ま
で
に
高
校
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
方 

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
に
準
ず

る
と
認
め
る
方 

▼
申
込
み
期
間
／ 

６
月
12
日
（
金
）
～
24
日
（
水
） 

▼
申
込
み
方
法
／ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
み 

▼
第
１
次
試
験
／ 

９
月
６
日
（
日
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

仙
台
国
税
局
人
事
第
２
課
試
験
研
修
係 

０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１ 

人
事
院
東
北
事
務
局 

０
２
２
（
２
２
１
）
２
０
２
２ 

   

※
詳
し
く
は
下
の 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら 

 

危
険
物
取
扱
者 

保
安
講
習
会
に
つ
い
て 

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会
を 

開
催
し
ま
す
。
危
険
物
取
扱
者
免
状

を
所
持
し
、
危
険
物
取
扱
業
務
に
従

事
す
る
方
は
、
３
年
に
１
度
の
受
講

が
必
要
で
す
。 

▼
日
時
／ 

【
一
般
講
習
】 

９
月
７
日
（
月
） 

午
後
１
時
30
分
～ 

【
給
油
取
扱
所
講
習
】 

９
月
８
日
（
火
） 

午
前
９
時
～ 

▼
場
所
／
最
上
総
合
支
庁 

▼
対
象
／ 

・
令
和
５
年
度
に
保
安
講
習
を
受
け

た
方 

・
新
た
に
危
険
物
取
扱
作
業
に
従
事

し
て
１
年
以
内
の
方 

・
そ
の
他
、
受
講
を
希
望
す
る
方 

▼
申
込
み
期
間
／ 

６
月
15
日
（
月
）
～
７
月
10
日
（
金
） 

▼
申
込
み
／ 

受
講
申
請
書
に
記
入
後
、
持
参
ま
た

は
郵
送
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。
様
式

は
最
上
広
域
消
防
本
部
、
消
防
署
、 

各
支
署
に
準
備
し
て
い
ま
す
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会 

０
２
３
（
６
３
２
）
５
７
４
４ 

 

防犯機器などの購入費を補助します。（上限１万円） 

 町内における犯罪の発生を抑止し、特殊詐欺および悪質な勧誘販売による消費者被害の未然防止や子ども

の安全確保を目的として、防犯対策機器などを購入する費用に対して補助します。 

▼対 象 者／町内に住所を有する方 ※その他の要件があります。 

▼補助対象／○家庭用防犯カメラ 

○モニター付き家庭用インターホン 

○子ども用安心見守り端末（ＧＰＳ端末やキッズケータイなど） 

○迷惑電話防止機能を有する電話機および機器 

※１世帯につき各機器１台までとなります。 

▼補助金額／購入費用の３/４（上限10,000円） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 （32）0211 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 



                               

                               

                               

                               

                               

オ
ス
ト
メ
イ
ト
と 

家
族
の
研
修
会 

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
方
と
そ
の
家
族

の
方
へ
研
修
を
行
い
ま
す
。 

▼
日
時
／
６
月
27
日
（
土
） 

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分 

▼
場
所
／
最
上
セ
ン
タ
ー
薬
局 

▼
内
容
／
排
便
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と 

薬
剤
に
つ
い
て
の
講
演 

▼
費
用
／
３
０
０
円
（
会
員
無
料
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会 

山
形
県
支
部
事
務
局 

０
９
０
（
７
９
３
４
）
６
５
１
２ 

 

や
ま
が
た
キ
ャ
リ
ア
フ
ェ
ス 

in 
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 

県
内
企
業
と
対
面
で
交
流
で
き
る

イ
ベ
ン
ト
で
す
。
※
予
約
不
要 

▼
日
時
／
６
月
13
日
（
土
） 

午
前
11
時
～
午
後
４
時
30
分 

▼
場
所
／
東
京
交
通
会
館 

▼
対
象
／ 

・
令
和
10
年
３
月
以
降
卒
業
予
定
の

学
生
（
大
学
３
年
生
以
下
な
ど
） 

・
既
卒
３
年
以
内
の
方
（
大
学
４
年

生
な
ど
も
含
む
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
産
業
労
働
部 

雇
用
・
産
業
人
材
育
成
課 

０
２
３
（
６
３
０
）
３
２
６
５ 

ドライブレコーダーやバックモニターなど安全運転

サポート機器の費用を補助します。（上限５万円） 

町では、高齢者の自動車運転事故防止を図るため、満65歳以上の方を対象に安全運転をサポートする機器を

搭載した車の購入費用、または機器を後付けする場合の費用の一部を補助します。 

▼対 象 者／町内に住所を有する満65歳以上の方 ※その他の要件があります。 

▼補助対象／ドライブレコーダーやバックモニターが搭載された自動車の購入費（リース、レンタルのぞく） 

および機器を後付けする費用（購入費、設置費など） 

▼補助金額／上限50,000円（1,000円未満切捨て）  

▼申込み・問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 （32）0211 

地域包括支援センターにご相談ください 
地域包括支援センターは、町民のみなさんがお住まいの地域で安心して暮らしていけるよう、福祉・介護・

医療・健康などのさまざまな面からサポートする、総合相談窓口です。保健師、社会福祉士が、それぞれの

専門性を活かして連携し、チームで総合的な支援を行います。その他、出張相談会なども行いますので、  

地区の集会の際には気軽にお声がけください。 

随時相談対応をしていますが、相談日を設定していますので、お気軽に相談ください。 

▼日 時／毎月第１・３月曜日 午前９時～正午 

▼場 所／舟形町健康福祉課（２番窓口） 

 

○介護に関する相談 

介護保険や保健福祉サービスの相談や申請の受付、認知症や在宅療養に関することなど。 

○健康に関する相談 

健康や食事について気になることなど。 

○その他の相談 

その他、介護・福祉・健康・医療に関することなど。 

※必要に応じて、自宅への訪問も行います。 

▼問い合わせ／舟形町地域包括支援センター （32）0690 

 

相談したいことはありませんか 
 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 



                               

                               

                               

                               

                               

やまがた緑環境税についてのアンケート 
県では、荒廃のおそれのある森林の整備や県民参加の森づくりの推進など、県民全体

で支える森づくりを実施するため、平成 19 年度から「やまがた緑環境税」を導入して

います。このアンケート調査は、県民のみなさんのやまがた緑環境税に対する意見を集

約するためのものです。 

アンケートへのご協力をお願いいたします。 

▼問い合わせ／山形県環境エネルギー部みどり自然課 023（630）2432 

※回答は右のＱＲ
コードから 

気象庁が発表する防災気象情報について、５月29日より新たな防災気象情報の運用が始まります。新情報では、

警戒レベルごとに数字をつけて発表することで、町が発令する避難情報や、町民一人ひとりが取るべき避難行動と

の対応が分かりやすくなります。 

５月 29 日からは新たな防災気象情報が発令されますので、自らの命を守るため、町や気象庁から発表される情

報に注意し、早めに避難しましょう。 

警戒レベル 河川氾濫 大雨 土砂災害 

警戒レベル５相当 

命の危険、直ちに安全確保！ 

レベル５ 

氾濫特別警報 

レベル５ 

大雨特別警報 

レベル５ 

土砂災害特別警報 

警戒レベル４までに、危険な場所から必ず避難！ 

警戒レベル４相当 

危険な場所から全員避難 

レベル４ 

氾濫危険警報 

レベル４ 

大雨危険警報 

レベル４ 

土砂災害危険警報 

警戒レベル３相当 

避難に時間を要する方は早めに避難 

その他の方も避難の準備 

レベル３ 

氾濫警報 

レベル３ 

大雨警報 

レベル３ 

土砂災害警報 

警戒レベル２相当 

避難行動を確認 

（避難場所、ルート、タイミングなど） 

レベル２ 

氾濫注意報 

レベル２ 

大雨注意報 

レベル２ 

土砂災害注意報 

警戒レベル１相当 

災害への心構えを高める 
早期注意情報 

（気象庁および国土交通省発表より町独自に作成） 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室 （32）0155 

        気象庁大気海洋部業務課 03（6758）3900 

        国土交通省水管理・国土保全局河川計画課河川情報企画室 03（5253）8111 

※詳しくは右のＱＲ
コードから 



                               

                               

                               

                               

                               

（単位：万円） 

令和８年度当初予算は、一般会計で32億8,900万円、沖縄中部広域市町村圏の児童との交流などを

行うふるさと市町村圏事業特別会計で1,124万円となりました。 

 一般会計の中で最も金額の大きいものが衛生費（15億4,122万円）となります。主な事業としては、

可燃ごみ焼却施設のエコプラザもがみ費として９億 468 万円、不燃ごみ処理施設のリサイクルプラザ

もがみ費として２億 2,827 万円、し尿処理施設のもがみクリーンセンター費として３億 9,286 万円と

なっています。 

次に金額の大きいものが消防費（12億1,680万円）となります。そのうち、10億4,060万円が人件

費となります。なお、新消防庁舎が完成したことにより、総額で22億9,200万円の減額となっていま

す。また、ふるさと市町村圏事業特別会計は、総額で例年並みとなっております。 

一般会計の主な事業費の予算状況 

区   分 予算額 前年度増減 

広域交流センター「ゆめりあ」管理運営費 10,383 △ 148 

エコプラザもがみ（ごみ焼却施設）管理運営費 90,468 3,767 

リサイクルプラザもがみ（資源リサイクル施設）管理運営費 22,827 1,039 

もがみクリーンセンター（し尿処理施設）管理運営費 39,286 4,842 

消防・救急業務運営費 121,680 △ 243,577 

教育研究センター管理運営費 4,636 359 

公債費（借入金返済） 20,388 7,838 

 
（単位：万円） 分担金の内訳 

山形県内での復職や転職を希望する女性を対象に支援を行います。説明会に参加しませんか。 

▼日 時／６月17日（水）午後１時30分～（１時間30分程度） 

▼場 所／ゆめりあ 

▼対象者／おおむね20歳以上50歳未満の求職活動中の女性 

▼参加費／無料 

▼問い合わせ／キャリアバンク㈱（山形県委託事業者） 023（673）0515 

※詳しくは右の 

ＱＲコードから 

204,767

184,894

148,128

339,603

210,658

369,746

248,054

1,419,786

戸沢村

鮭川村

大蔵村

真室川町

舟形町

最上町

金山町

新庄市



                              

                               

                               

                               

                               

【やまがた若者定着枠】 ※学生向け 

▼募 集 期 間／～６月30日（火） ※午後５時必着 

▼募集対象者／県内に居住し、県内の高校等を卒業し国内の大学等に在学している方など 

※奨学金の貸与を受けている、卒業後に町へ定住を希望など、その他の要件があります。 

▼募 集 人 数／県全体で230名 

▼支 援 額／次のＡまたはＢのいずれか低い額が上限 

Ａ ２万６千円×令和８年４月以降に奨学金の貸与を受けた月数 

Ｂ 奨学金の返還残額 

※町外に居住した場合は助成額が１/２に減額されます。 

▼そ の 他／大学などを卒業後、13ヵ月以内に町内または県内に居住し、町内または県内に通算で３年

以上就業した場合に助成を行います。 

▼申込み方法／応募書類を舟形町教育課学事係【 （32）2379】まで提出してください。 

町では、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、「新やまがた就職促進奨学金返還  

支援事業」を県と連携して実施しています。 

【Ｕターン促進枠】 

就学資金を利用して県外就職後県内に就業した場合、最大60万円の支援を受けられます。 

▼募 集 期 間／～10月30日（金） ※午後５時必着 

▼募集対象者／県内に居住し、県内の高校等を卒業し国内の大学等を卒業した方など 

※奨学金の貸与を受けている、卒業後に町へ定住を希望など、その他の要件があります。 

▼募 集 人 数／県全体で40名 

▼支 援 額／県内に居住、就業を開始した時点の奨学金の返還残額（上限60万円） 

        ※町外に居住した場合は助成額が１/２（上限30万円）に減額されます。 

▼申込み方法／応募書類を舟形町教育課学事係【 （32）2379】まで提出してください。 

▼問い合わせ／山形県産業労働部産業創造振興課 023（630）2691 

舟形町教育課学事係 （32）2379 

【企業連携支援枠】 

「やまがた若者定着枠」助成対象者が県内の登録企業に就業した場合、10 万円が加算され

ます。※登録企業で２年以上の就業の継続が必要です。 

▼募 集 期 間／～９月30日（水） 

▼募集対象者／県内に居住し、県内の高校等を卒業し国内の大学等に在学している方など 

※奨学金の貸与を受けている、卒業後の就業など、その他の要件があります。 

▼募 集 人 数／県全体で230名 

▼支 援 額／次のＡまたはＢのいずれか低い額が上限 

Ａ ２万６千円×令和８年４月以降に奨学金の貸与を受けた月数＋10万円 

Ｂ 奨学金の返還残額 

※町外に居住した場合は助成額が１/２（10万円加算なし）に減額されます。 

▼そ の 他／10万円が加算される登録企業の一覧は、県ホームページから確認できます。 

▼申込み方法／電子申請、または応募書類を山形県産業労働部産業創造振興課【 023（630）2691】まで

提出してください。 

※詳しくは下の 
ＱＲコードから 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 
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【自転車利用時の交通事故防止】 

【山形県市町村交通災害共済加入申込について】 

【自転車安全利用五則】 

自転車の交通事故！ 



 ４月に中央のすべり台を移動し、

ままごとコーナー、お店屋さん、 

ブロックコーナーなどの配置替え

を行いました。５月には、赤ちゃん

コーナー(０～２歳児対象)に、つか

まり立ちや伝い歩きをしても安全

なソフトサークルやハイハイマッ

トを設置しました。 

 新しいおもちゃも入りましたの

でどうぞみなさん、「みらい」へ遊び

に来てください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和８年５月 発行 第２１７号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所てとて内） 

   ☎（３２）０５２８ 

♡ ６月４日はむし歯予防デー ♡ 

町では、むし歯予防の取組みに力を入れています。１歳から小学校就学前まで、町オ

リジナルの「歯の健康手帳」を用いた継続支援、１歳から年少児までの歯科健診と歯科

衛生士の保健指導と希望者への無料のフッ素塗布を行なっています。保育園では年中・

年長児の希望者へ、無料でフッ素洗口を行なっています。むし歯を予防するため、歯み

がきとけじめのある食生活が大切です。おやつは決められた時間に食べるようにし、夜

寝る前は必ず仕上げみがきをしましょう。仕上げみがきは、ひざに子どもの頭を乗せ、

「仕上げはおか～あさん」と歌いながら行うと、スキンシップの場にもなります。 

 

～模様替えを行いました～ 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 

施設開放 

 

7 8 9  10 

あそびの
広場 

11 

絵本と遊ぼう
赤ちゃん広場 

12 

 

13 

施設開放 

 

14 15 16 

 

17 

おはなし

広場 

 

18 

 

 

19 

 

20 

施設開放 

21 22 23 

すくすく 
広場 

 

24 

 

25 

 

 

26 27 

交流事業 

施設開放 

28 

 

29 30     

【６月の予定】    閉 館 

〈利用時間〉 

午前９時 30分～11時 30分 
午後１時 30 分～４時 30 分 

◇あそびの広場 ６月10日◇ 

てるてる坊主をつくろう！ 

◇おはなし広場 ６月 17日◇ 

今年度も年４回、町の読み聞か

せボランティア連絡協議会の方

に来ていただきます。妊婦さんの

参加も大歓迎です。 

赤ちゃんといっしょに、楽しい

おはなしに触れてみませんか。 

◇親子交流事業 ６月 27日◇ 

今年も子育てカフェを開催。心理師さんといっしょに、日ごろの育児の

モヤモヤをお話ししませんか。 

▼定員／３組（要申込）※一般開放は午後１時 30 分から 

【みらいの風景より】 

きれいに咲いた芝桜と 

タイムロンギカリウス 


